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第3章
財務4表の分析



財務書類の分析

一般会計等 

全体会計 

連結会計 

一般会計等 

全体会計 

連結会計 
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◆資産形成度

◆世代間公平性

社会資本等形成の
世代間負担比率

(将来世代負担比率)
純資産比率

49.5%

52.0%

70.9%

37.8%

38.7%

23.4%

有形固定資産減価償却率
(資産老朽化比率)

歳入額対資産比率
住民一人当たり

資産額

1,712千円

1,128千円

787千円

1.69

1.61

1.95

54.8%

56.1%

59.7%

16,235
住民基本台帳人口
(H30.3.31現在)

　財務書類から算出される指標は、資産形成度、世代間公平性、持続可能性(健全性)、弾力性、効率性、自律性に
係るものです。これに決算統計や地方財政健全化法における既存の財政指標を組み合わせることにより、これまで
よりもより多角的な視点からの分析を行うことが可能となります。
　今後、情報が蓄積されることにより、他団体との比較や予算編成等に活用することが期待されます。

　「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を示すものです。

◆資産形成度

　有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に
対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することができます。さらに、固定資産台帳等
を活用すれば、行政目的別や施設別の資産老朽化比率も算出することができます。

有形固定資産減価償却率(資産老朽化比率)

　当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストックとしての資産
が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の度合いを測ることができます。

歳入額対資産比率

　「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」を示すものです。

◆世代間公平性

　社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合(公共資産等形成充当負債の割合)を算出すること
により、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握することができます。

社会資本等形成の世代間負担比率(将来世代負担比率)

　地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行います。したがって、純資産の変
動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。例えば、純資産の減少は、現世代が将
来世代にとっても利用可能であった資源を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを
意味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味す
ると捉えることもできます。ただし、純資産は固定資産等形成分及び余剰分(不足分)に分類されるため、その内訳
にも留意する必要があります。

純資産比率

住民一人当たり資産額

　資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額としています。

会計区分

会計区分



一般会計等 

全体会計 

連結会計 

一般会計等 

全体会計 

連結会計 
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1,065千円 894,454千円 9.8年

◆持続可能性(健全性)

603千円 745,109千円 9.3年

◆弾力性

行政コスト対 
税収等比率

会計区分

97.3%

90.2%

692千円

住民一人当たり負債額

　負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額としています。

988,574千円 7.6年

　「財政に持続可能性があるか(どのくらい借金があるか)」を示すものです。

会計区分

◆持続可能性(健全性)

住民一人当たり 
負債額

基礎的財政収支 
(プライマリーバランス)

債務償還可能年数

　資金収支計算書上の業務活動収支(支払利息支出を除く)及び投資活動収支の合算額を算出することにより、地方
債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当該バランスが
均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持
続可能な財政運営であるといえます。
　なお、基礎的財政収支については、国の財政健全化目標にも用いられていますが、地方の場合は国とは異なっ
て、前述の建設公債主義等がより厳密に適用されており、自己判断で赤字公債に依存することができないため、国
と地方で基礎的財政収支を一概に比較すべきでないことにも留意する必要があります。

基礎的財政収支(プライマリーバランス)

　実質債務(地方債残高等から充当可能基金等を控除した実質的な債務)が償還財源上限額(資金収支計算書におけ
る業務活動収支の黒字分(臨時収支分を除く))の何年分あるかを示す指標で、債務償還能力は、債務償還可能年数
が短いほど高く、債務償還可能年数が長いほど低いといえます。
　債務償還可能年数は、償還財源上限額を全て債務の償還に充当した場合に、何年で現在の債務を償還できるかを
表す理論値ですが、債務の償還原資を経常的な業務活動からどれだけ確保できているかということは、債務償還能
力を把握する上で重要な視点の一つです。

債務償還可能年数

93.6%

　「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」を示すものです。

◆弾力性

　税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度の税収等のうち、どれだけが
資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握することができます。この比率が 100％に近づくほど資産
形成の余裕度が低いことを表し、100％を上回ると過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。

行政コスト対税収等比率



一般会計等 

全体会計 

連結会計 

一般会計等 

全体会計 

連結会計 

参考

　指標算出方法

　◆資産形成度

　　　歳入額対資産比率　＝　総資産(資産合計)÷歳入総額

　　　有形固定資産減価償却率(資産老朽化比率)　＝　減価償却累計額÷(有形固定資産－土地＋減価償却累計額)

　◆世代間公平性

　　　純資産比率　＝　純資産合計÷資産合計×100

　　　将来世代負担比率　＝　地方債(1年以内含む)÷有形固定資産×100

　◆持続可能性

　　　地方債の償還可能年数　＝　地方債残高÷業務活動収支

　◆弾力性

　　　行政コスト対税収等比率　＝　純経常行政コスト÷財源×100

　◆自律性

　　　受益者負担の割合　＝　経常収益÷経常費用×100
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　　　基礎的財政収支(プライマリーバランス)　＝　業務活動収支(支払利息支出除く)＋投資活動収支＋基金積立金支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－基金取崩収益

　「歳入はどのくらい税収等で賄われているか(受益者負担の水準はどうなっているか)」を示すものです。

519千円 73千円 38千円 348千円

会計区分

◆効率性

住民一人当たり 
行政コスト

住民一人当たり 
人件費

住民一人当たり 
減価償却費

住民一人当たり 
補助金等

277千円 69千円 24千円 90千円

6.8%

8.4%

22.9%

　行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額ですので、これを経
常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。地方公
共団体の行政サービス全体の受益者負担の割合を経年比較したり、類似団体比較したりすることにより、当該団体
の受益者負担の特徴を把握することができます。
　自治体の平均的な値は、一般会計等で3～8%、全体会計で5～15%の間といわれております。

受益者負担の割合

◆自律性

637千円 161千円 68千円 395千円

会計区分
◆自律性

受益者負担の割合

◆効率性

　「行政サービスが効率的に提供されているか」を示すものです。

住民一人当たり行政コスト、人件費、減価償却費、補助金等

　行政コスト計算書で算出される行政コスト、人件費、減価償却費、補助金等を住民基本台帳人口で除して住民一
人当たりコストとしています。
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